
※お盆期間だけでなく、移住と空き家バンクについてのご相談は随時受け付けています。
営業推進課までお気軽にご連絡ください。

空き家活用相談会
移住相談会＆帰省の

ついでに

10:00 ～ 16:00   【予約制】

中野市役所

時間

８月13日㈫ ・14日㈬ ・15日㈭ ・16日㈮開催日

会場 （３階　営業推進課）

ちょうどいい田舎 信州なかの

中野市 経済部 営業推進課 観光交流係 ✉ eisui@city.nakano.nagano.jp☎ 0269-22-2111

2019 年

電話かＥメール

で下記までお申

し込みください

生まれ育った故郷を離れ、今は都
会で働いているけれど、いずれ
は中野市にＵターンしたいとお考
えの方、お盆休みの帰省中に市役
所で移住相談ができます。帰省さ
れた方だけでなく、ＩターンやＪ
ターンをお考えの方からのご相談
も大歓迎です！

移住相談会
空き家になってしまった実家につ
いて、お盆に親戚が集まるこの
機会にあらためて考えてみません
か？空き家のまま建物の劣化が進
むと、売ることも貸すことも難し
くなってしまいます。そうなる前
に、「空き家バンク」に登録して
有効活用しませんか？

空き家活用相談会



「空き家バンク」に登録すると
使える補助金があります！
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※空き家の登録は、市と協定を結ぶ（一社）長野県宅地建物取引業協会長野支部が現地調査し、空き家物件と
して適正と認められた場合、「中野市空き家バンク」に登録します。
※賃借・売買の契約交渉は、（一社）長野県宅地建物取引業協会長野支部が仲介して行います。
※成約となった場合は、宅地建物取引業法に基づく仲介手数料が発生します。

協
定

⑦連絡調整
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中野市空き家バンクの概要

制度利用者の声

　制作活動のために戸建て住宅を探し
ていて、空き家バンクでちょうどいい
手ごろな物件と巡り合うことができま
した。トイレの水洗化工事に補助金を
もらえたので、とても助かりました。

※ターゲットが所有者だ
が、所有者側の声じゃな
くていいのか？

■登録空き家の所有者
・補助対象　物件の売却または賃貸のために家財道具等

の搬出や処分、屋内や屋外の清掃等を行う
際に要する経費

・補  助  率　対象経費の1/2を 10 万円を限度に補助

■登録空き家を購入または賃借した人
・補助対象　台所や浴室、便所、洗面所、内装、屋根、

外壁等の改修工事を行う際に要する経費
・補  助  率　対象経費の1/2を 40 万円を限度に補助

※詳しい条件等は、下記までお問い合わせください。

東京から移住された
相

あ い こ

子さんファミリー（岩井在住）
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